
 

高齢者ができるだけ長く元気で過ごせるよう、一人ひとりの主体性と自立の可能性を最大限
に引き出す支援を行うことを基本とした介護予防ケアマネジメントが求められています。 
自立支援型地域ケア会議を活用して、介護予防の専門職と共に対象者の状態に応じたサービ
スについて検討することもできます。詳しくは、地域包括支援センターにお問い合わせくだ
さい。 
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一般介護予防事業 

（すこやか運動教室、生涯元気教室など） 

 

自立支援型地域ケア個別会議の活用 
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～通所サービス事業利用の基本的フローチャート～ 
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◎サービス事業 

◎介護予防通所 

介護相当サービス 

（1日中の利用） 

市へケアプラン提出 

◎住民主体型通所サービス 

（高齢者ふれあいサロン） 

65歳以上のすべての方 

※提出方法：ケアプランに包括がコメントを

付記したうえで、毎月の包括活動報告書提出

時 、 ケ ア プ ラ ン 一 式 の 写 し を 提 出      

（平成 30年 10月利用開始分から） 
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